
ム
対
小
学
生
※
保
護
者
の
同
意
が

必
要
定
20
人
程
度
￥
4
千
円

ナ
イ
タ
ー
テ
ニ
ス
教
室

日
4
月
11
日
〜
6
月
27
日
の
毎
週

㊊
午
後
7
時
30
分
〜
9
時
15
分

（
全
12
回
）内
テ
ニ
ス
の
基
本
か
ら

ゲ
ー
ム
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま

で
対
中
学
生
以
上
定
20
人
程
度
￥

5
千
円【
共
通
事
項
】所
豊
岡
総
合

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
テ
ニ
ス
コ

ー
ト
申
氏
名
、
連
絡
先（
学
生
は

学
校
名
、
学
年
も
）を
問
に
メ
ー

ル
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
問
豊
岡
市
テ

ニ
ス
協
会
・
齋
藤
さ
ん
☎
0
9
0

3
4
9
6

3
7
3
9
Ｆ
44

0
2
8
1
Ｍinfo@
toyooka-

tennis.com

相
談

行
政
書
士
に
よ
る

遺
言
・
相
続
無
料
相
談
会

日
4
月
16
日
㊏
午
後
1
時
30
分
〜

4
時
所
じ
ば
さ
んT

A
JIM
A

（
大

磯
町
）内
遺
言
・
相
続
の
相
談
申

問
兵
庫
県
行
政
書
士
会
但
馬
支
部

☎
0
7
9

6
6
2

6
5
6
9

司
法
書
士
に
よ
る

 

市
民
生
活
無
料
相
談
会

日
4
月
16
日
㊏
午
後
1
時
〜
8
時

※
予
約
制
所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
市

豊
岡
市
工
業
会
主
催
講
演

『
失
敗
』か
ら
学
ぼ
う
！

日
4
月
19
日
㊋
午
後
3
時
〜
所
本

庁
舎
2
階
大
会
議
室
内
設
立
5
周

年
特
別
講
演『〝
つ
い
、う
っ
か
り
〞

の
失
敗
と
一
緒
に〝
ま
さ
か
〞の
失

敗
も
防
ご
う
』東
京
大
学
大
学
院

工
学
系
研
究
科
教
授
・
中
尾
政
之

さ
ん
対
会
員
の
他
、
興
味
の
あ
る

方
な
ら
誰
で
も
￥
無
料（
終
了
後

に
開
催
の
懇
親
会
参
加
の
場
合
は

4
千
円
）申
4
月
14
日
㊍
ま
で
に

問
に
電
話
問
豊
岡
市
工
業
会
事
務

局（
エ
コ
バ
レ
ー
推
進
課
内
）☎
21

9
0
2
4

住
ま
い
と
暮
ら
し
方
セ
ミ
ナ
ー

日
4
月
23
日
㊏
午
前
10
時
〜
11
時

所
Ｊ
Ａ
た
じ
ま
豊
岡
営
農
生
活
セ

ン
タ
ー
内
健
康
維
持
と
住
ま
い
の

断
熱
▽
電
力
小
売
自
由
化
と
暮
ら

し
方
▽「
空
き
家
」と「
三
世
代
同

居
」の
た
め
の
新
税
制（
税
理
士
）定

30
人
申
問
暮
ら
し
の
エ
コ
を
す
す

め
る
但
馬
の
会
☎
52

3
5
8
1

テ
ニ
ス
教
室

ジ
ュ
ニ
ア
・
テ
ニ
ス
教
室

日
4
月
11
日
〜
6
月
27
日
の
毎
週

㊊
午
後
6
時
〜
7
時
15
分（
全
12

回
）内
テ
ニ
ス
の
基
礎
プ
ロ
グ
ラ

民
活
動
室
A
内
相
続
・
登
記
・
多

重
債
務
・
消
費
者
・
成
年
後
見
な

ど
の
相
談
申
問
兵
庫
県
司
法
書
士

会
但
馬
支
部
☎
23

8
0
1
1

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
無
料
相
談
会

日
4
月
18
日
㊊
午
後
1
時
30
分

〜
4
時
30
分
※
予
約
制
。1
人
30
分

程
度
所
豊
岡
稽
古
堂
交
流
室
1

1
内
不
動
産
の
価
格・賃
料
の
相
談

申
問
兵
庫
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

☎
0
7
8

3
2
5

1
0
2
3

そ
の
他

児
童
扶
養
手
当
を
振
り
込
み
ま
す

内
平
成
27
年
12
月
〜
28
年
3
月
分

◆
振
込
日
＝
4
月
15
日
㊎

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
の
離

婚
な
ど
で
、
父
ま
た
は
母
と
生
活

を
共
に
で
き
な
い
子
ど
も
を
育
成

す
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立

を
促
進
し
、
子
ど
も
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
た
め
に
支
給
さ
れ
ま
す

（
所
得
制
限
あ
り
）。

　

対
象
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以

降
の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
の
間

に
あ
る
子
ど
も
ま
た
は
20
歳
未
満

で
心
身
に
中
度（
特
別
児
童
扶
養

手
当
2
級
に
該
当
）以
上
の
障
害

が
あ
る
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る

父
ま
た
は
母
な
ど
で
す
。

問
社
会
福
祉
課
☎
24

7
0
3
1

手
当
額
の
改
定

内
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
、
お
よ
び
特
別
障
害
者
手

当
等
の
月
額
が
、
4
月
分
か
ら
次

の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

問
児
童
扶
養
手
当
…
社
会
福
祉
課

生
活
援
護
係
☎
24

7
0
3
1
▽

児
童
扶
養
手
当
以
外
…
障
害
福
祉

係
☎
24

7
0
3
3

種別 改定前 改定後
児童扶養手当　全部支給 42,000円 42,330円
児童扶養手当　一部支給 41,990円～9,910円 42,320円～9,990円
特別児童扶養手当（１級） 51,100円 51,500円
特別児童扶養手当（２級） 34,030円 34,300円
特別障害者手当 26,620円 26,830円
障害児福祉手当 14,480円 14,600円
福祉手当（経過措置分） 14,480円 14,600円
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神
鍋
高
原
観
光
施
設

使
用
申
込
受
付

一
斉
受
付

日
5
月
10
日
㊋
〜
12
日
㊍
所
日
高

振
興
局
地
域
振
興
課

一
斉
受
付
に
係
る
調
整
・
抽
選
会

日
5
月
16
日
㊊
午
前
10
時
〜
11
時

30
分
所
日
高
庁
舎
3
階
第
3
会
議

室随
時
受
付

日
5
月
16
日
㊊
午
後
1
時
〜
所
日

高
振
興
局
地
域
振
興
課
他
空
き
の

あ
る
も
の
に
限
る【
共
通
事
項
】内

次
の
施
設
の
7
月
1
日
〜
平
成
29

年
3
月
31
日
ま
で
の
使
用
申
込
み

を
受
け
付
け
◆
対
象
施
設
＝
神
鍋

高
原
体
育
館
、
神
鍋
高
原
キ
ャ
ン

プ
場
、
神
鍋
高
原
野
外
ス
テ
ー
ジ

問
日
高
振
興
局
地
域
振
興
課
☎
42

1
1
1
1

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
の
自

己
負
担
額
が
4
月
1
日
㊎
か
ら
見

直
さ
れ
ま
す
。

　

経
過
措
置
と
し
て
、
3
月
31
日

㊍
時
点
で
1
年
以
上
継
続
し
て
精

神
病
床
に
入
院
し
て
い
て
4
月
1

日
以
降
も
引
き
続
き
入
院
す
る
方

は
、
当
分
の
間
、
現
行
の
負
担
額

に
据
え
置
か
れ
ま
す
。
当
該
者
が

4
月
1
日
以
降
合
併
症
等
で
同
日

内
に
他
の
病
床
に
移
動
す
る
ま
た

は
他
の
保
険
医
療
機
関
に
転
院
し

引
き
続
き
入
院
す
る
場
合
も
、
負

担
額
は
据
え
置
か
れ
ま
す
。

問
市
民
課
☎
21

9
0
6
1

お
花
見
ス
ポ
ッ
ト
に

ボ
ン
ボ
リ
を
点
灯
し
ま
す

日
4
月
1
日
㊎
〜
14
日
㊍
※
桜
の

開
花
状
況
で
変
更
あ
り
所
神
武
山

公
園
、
中
央
公
園
他
公
園
利
用
の

お
願
い
▽
公
園
内
に
ご
み
箱
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ご
み
は
持
ち
帰
っ
て

処
分
し
ま
し
ょ
う
▽
お
花
見
後
、

後
片
付
け
は
各
自
が
責
任
を
持
っ

て
行
い
ま
し
ょ
う
▽
神
武
山
公
園

は
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
問
都
市

整
備
課
☎
23

1
7
1
2

日
曜
納
税
相
談
・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

日
曜
納
税
相
談

日
4
月
24
日
㊐
午
前
10
時
〜
午
後

3
時
所
本
庁
舎
1
階（
税
務
課
収

税
係
）他
納
付
も
可

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

対
20
歳
以
上
の
方
で
あ
れ
ば
原
則

誰
で
も
※
公
売
保
証
金
の
納
付
が

必
要（
公
売
保
証
金
不
要
物
件
を

除
く
）◆
公
売
方
法
＝
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
競
り
売
り
◆
参
加
申

込
期
間
＝
4
月
11
日
㊊
午
後
1
時

〜
27
日
㊌
午
後
11
時
◆
競
り
売
り

期
間
＝
5
月
10
日
㊋
午
後
1
時
〜

12
日
㊍
午
後
11
時
◆
代
金
納
付
期

限
＝
5
月
20
日
㊎
午
後
3
時
◆
公

売
物
件
＝
絵
画
な
ど
16
点（
予
定
）

申
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
参
加

（
4
月
11
日
㊊
公
開
予
定
）

下
見
会

　

落
札
し
た
物
件
は
返
品
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
事
前
に
よ
く

見
て
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

日
4
月
24
日
㊐
午
前
10
時
〜
午
後

3
時
所
本
庁
舎
1
階
他
大
型
物
件

は
下
見
会
に
展
示
し
ま
せ
ん
。
下

見
を
希
望
す
る
方
は
、
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。【
共
通
事
項
】他

次
の
サ
イ
ト
で
も
公
売
の
情
報
を

提
供
▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
▽
ヤ
フ

ー
㈱
の
公
売
シ
ス
テ
ム
問
税
務
課

☎
23

1
1
1
8

石
綿
に
よ
る
疾
病
の
補
償
・
救
済

　

中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発
症

し
、
そ
れ
ら
が
労
働
者
と
し
て
石

綿
ば
く
露
作
業
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
労
災
保
険
給
付
や

特
別
遺
族
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
石
綿
を
吸
っ
て
か
ら
非
常
に

長
い
年
月
を
経
て
発
症
す
る
こ
と

が
特
徴
で
す
。
中
皮
腫
な
ど
で
亡

く
な
っ
た
方
が
過
去
に
石
綿
業
務

に
従
事
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
支

給
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
但
馬
労
働
基
準
監
督
署
☎
22

5
1
4
5

所得区分 一食当たり
現行 ４月１日以降

現役並み所得者
260円

360円
（平成30年４月１
日からは460円）一般（１割負担で低所得Ⅰ・Ⅱ区分に該当しない方）

低所得Ⅰ・Ⅱ区分に該当しない指定難病患者（※） 260円
低所得Ⅱ（世帯全員が
住民税非課税の方）

過去12カ月の入院日数が90日以内 210円
過去12カ月の入院日数が91日以上 160円

低所得Ⅰ（世帯全員が住民税非課税かつ各所得が０円の方） 100円
（※）は今回の改正で新たに設けられた区分です。

平成28年度　市税等の納期ごよみ
納期月

税等の区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
市県民税（普通徴収） １期 ２期 ３期 ４期

固定資産税 １期 ２期 ３期 ４期
自動車税（県税）
軽自動車税（市税） 全期

国民健康保険税（普通徴収） １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期
納期限 ５/２㊊ ５/31㊋ ６/30㊍ ８/１㊊ ８/31㊌ ９/30㊎ 10/31㊊ 11/30㊌ 12/26㊊ １/31㊋ ２/28㊋ ３/31㊎

※納期限までに取扱金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。
※納期限を過ぎると、税額等によっては延滞金が加算される場合がありますので注意してください。
問税務課☎ 23-1118
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